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提提出　配配布　備備考　注注意事項 予予約　申申込・申請　問問い合わせ ℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール

12月の市民無料相談
注祝日・休日の受付・相談はありません。ただし、生活不安や仕事の相談は
　日曜日も実施する場合があります。
　法律相談の同一内容の相談は原則 1回です。

種
別 相談名 内容 日・曜日 時間 予約方法 場所 問い合わせ先

法
律

法律相談
（弁護士）

相続・離婚・金銭や土地建物の賃
借問題など
（1人30分・先着14人）

毎週木曜日 13：00～16：30 オン
ライン

（相談日の
1週間前の
0：00
から）

電話
（相談日の
1週間前の
9：00
から）

市役所1階
市民相談室
101・102

人権室
℡06-6992-1512

法律相談
（司法書士）

相続・離婚・金銭や土地建物の賃
借問題など（1人30分・先着8人）

第2・3・4火曜日
12日・19日・26日（火）13：00～15：00

登記相談
（司法書士）

相続・贈与などの登記
（1人30分・先着4人）

第2水曜日
13日（水） 13：00～15：00

税務相談
（税理士）

相続・所得・贈与税など
（1人30分・先着6人）

第2金曜日
8日（金） 13：00～16：00

行政書士相談
（行政書士）

成年後見・各種契約書の作成な
ど（1人30分・先着6人）

第1火曜日
5日（火） 13：00～16：00

不動産一般相談
（宅地建物取引士）

賃貸借契約・不動産活用など
（1人30分・先着6人）

第1火曜日
5日（火） 13：00～16：00

行
政

行政相談
（行政相談委員）

国などの行政に対する要望や苦
情など

第4火曜日
26日（火） 10：00～12：00 前日まで

人
権
相
談

人権相談

人権相談員による相談 毎週月・水・金曜日 9：00～12：00 当日直接

市役所5階
相談室507

人権擁護委員による相談 毎週木曜日 13：00～16：00

人権相談員による電話相談 第2・4金曜日
8日・22日（金） 17：00～20：00 当日電話

女性のための
悩み相談

心理臨床カウンセラー・中井紀
子氏による女性のための相談
（1人50分）

第1・2・3・4火曜日
5日・12日・19日・
26日（火）

13：00～16：00 オン
ライン、
電話LGBTQ+

人権相談
トランスジェンダー当事者・
柴谷宗叔氏による LGBTQ+
人権相談

第2木曜日
14日（木） 17：00～20：00

福
祉

福祉の
総合相談

コミュニティソーシャルワー
カーによる
福祉に関する総合相談

平日 9：00～17：30

当日直接

市役所7階守口市
社会福祉協議会

守口市
社会福祉協議会
℡06-6992-2715

平日

10：00～16：00
（各コミュニ
ティセンターの
開催日時を
除く）

藤田事務所
（藤田町4-20-1）

第1火曜日
5日（火）

10：00～12：00

西部
コミュニティセンター

第2火曜日
12日（火）

北部
コミュニティセンター

第3火曜日
19日（火）

錦
コミュニティセンター

第4火曜日
26日（火）

八雲東
コミュニティセンター

第1木曜日
7日（木）

庭窪
コミュニティセンター

第２木曜日
14日（木）

南部エリア
コミュニティセンター

第３木曜日
21日（木）

東部エリア
コミュニティセンター

生
活

生活不安や
仕事の相談

暮らしや仕事など、さまざまな
困り事など

平日 9：00～17：30
電話

市役所6階
くらしサポート
センター守口

くらしサポート
センター守口
0800-200-8011

第2・4日曜日
10日・24日（日） 9：00～13：00

介
護

介護保険に
ついて

弁護士による介護保険サービス
に関する苦情相談
（1人1時間以内）

第2水曜日
13日（水） 15：30～17：30

前日
までに
電話

市役所1階
市民相談室102

くすのき広域連合
℡06-6995-1516
同連合守口支所
（高齢介護課内）
℡06-6992-2180

空
き
家

空き家不動産
無料相談会

空き家、不動産に関する困り事
など

第4月曜日
25日（月） 10：00～12：00 電話 市役所1階

市民相談室101

（公社）全日本不動
産協会大阪東支部
℡06-4250-9191

植
物

みどりの
相談窓口 植物を育てる上での困り事など 第3木曜日

21日（木） 13：00～16：00 電話 大枝公園 大枝公園
℡06-6991-8248

進
路

進路選択など
の相談 進路や奨学金のことなど 平日 9：00～17：30 電話 市役所6階

学校教育課
学校教育課

℡06-6995-3151
子
育
て

育児相談 子育ての不安や疑問など
（妊娠中から相談可） 月～土曜日 9：00～17：30 不要 市役所3階

あえる
あえる

℡06-6995-7833

オンライン予約は
こちら➡

お
知
ら
せ

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

市
民
一
般
表
彰

市
は
、市
制
施
行
記
念
日
の
11
月
１
日
に
、

市
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
次
の
28
人
の
皆
さ

ん
を
表
彰
し
ま
し
た
。

▽
社
会
福
祉
功
労
関
係

川
住
克
子
・
福
田
治
夫
・
中
村
三
代
子
・
宮

山
喜
美
子
・
井
津
君
子
・
臼
井
勝
代
・
菅
原

久
美
子
・
谿
口
廣
子
・
中
越
明
美
・
松
本
京

子
・
松
本
ふ
み
代
・
森
本
久
子
・
三
木
扶
美

江
・
安
田
操

▽
産
業
経
済
功
労
関
係

栗
林
明
子

▽
消
防・防
犯
功
労
関
係

福
谷
俊
治
・
吉
本
孝
治

▽
教
育・文
化
功
労
関
係

梶
浦
恭
・
明
石
𠮷
弘
・
渡
邉
橋
三
・
浅
岡
敏

恵
・
白
江
俊
和
・
寺
前
時
子
・
西
村
直
樹
・

南
浩
雪
・
橋
本
隆
夫
・
川
口
幸
孝

▽
地
域
社
会
功
労
関
係

和
田
芳
香

（
順
不
同・敬
称
略
）

問
市
長
室

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
３
０
２

教
育
功
労
表
彰

市
教
育
委
員
会
は
11
月
１
日
に
、
教
育
の

分
野
で
功
労
の
あ
っ
た
45
人
３
団
体
の
皆
さ

ん
を
表
彰
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

賦
課
期
日（
１
月
１
日
）現
在
、
住
宅
の
敷

地
と
な
っ
て
い
る
土
地
は
、
特
例
措
置
に
よ

り
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
が
軽
減
さ
れ

ま
す
が
、
建
築
中
の
土
地
に
は
原
則
と
し
て

特
例
措
置
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

例
外
と
し
て
、
住
宅
の
建
て
替
え
が
前
年

度
の
賦
課
期
日
に
お
け
る
建
て
替
え
前
の
所

有
者
と
同
一
の
者
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
こ

▽
教
育・文
化
功
労
関
係

大
西
章
仁
・
小
野
雅
央
・
萱
野
壮
・
寺
本

毅
・
佐
藤
裕
宣
・
多
田
尚
史
・
花
光
智
香

子
・
荻
原
緑
・
多
田
美
加
・
浦
島
三
愛
・
塚

田
誠
・
原
至
生
・
田
畑
三
千
・
森
川
尚
子
・

大
竹
進
・
立
花
美
穂
・
七
原
睦
郎
・
立
花
征

一
郎
・
國
枝
渉
・
西
川
隆
士
・
尾
崎
千
恵
・

岡
﨑
陽
子
・
大
関
美
雪
・
土
井
川
美
里
・
井

上
浩
一
・
寺
西
麻
理
・
林
三
智
子
・
原
田
裕

子▽
体
育・文
化
活
動
関
係

西
垣
壱
政
・
西
垣
鈴
・
郡
愛
花
・
西
垣
琴
・

西
尾
小
夏
・
藤
本
未
羽
・
今
井
菜
友
・
藤
本

由
菜
・
西
本
晴
美
・
的
場
愛
奈
・
安
本
駿
・

足
立
遥
・
月
野
結
愛
・
中
岡
虹
空
・
政
岡
強

輝
・
中
谷
心
陽
菜
・
德
田
隼
・
赤
曽
部
瑞

生
・
佐
藤
一
樹
・
出
嶋
智
年
・
第
一
中
学
校

茶
道
部
・
錦
中
学
校
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
・
樟

風
中
学
校
吹
奏
楽
部

（
順
不
同・敬
称
略
）

問
教
育
総
務
課

℡
０
６
・
６
９
９
５
・
３
１
５
２

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

〜
省
エ
ネ
改
修
工
事
〜

平
成
26
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
所
在
す
る

家
屋
に
対
し
て
一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
を

行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
翌
年
度
の
固
定
資

産
税
額
か
ら
３
分
の
１
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

適
用
を
受
け
る
た
め
の
主
な
要
件

①
改
修
後
の
床
面
積
が
50
㎡
以
上
２
８
０
㎡

以
下
で
あ
る
こ
と
。

②
店
舗
等
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
床
面
積
の

２
分
の
１
以
上
が
居
住
用
で
あ
る
こ
と

（
た
だ
し
、
賃
貸
住
宅
部
分
は
控
除
対
象

外
）。

③
省
エ
ネ
改
修
後
の
断
熱
改
修
部
位
が
い
ず

れ
も
平
成
28
年
省
エ
ネ
基
準
相
当
に
新
た

に
適
合
す
る
こ
と
。

④
表
中
ア
〜
エ
の
合
計
額
が
税
込
60
万
円
を

超
え
て
い
る
こ
と（
ウ
、エ
の
設
備
設
置
工

事
を
行
う
場
合
は
、（
ア
）お
よ
び（
ア
）と

併
せ
て
行
う（
イ
）の
工
事
に
充
て
た
工
事

費
用
が
税
込
50
万
円
を
超
え
、
ア
〜
エ
の

合
計
額
が
税
込
60
万
円
を
超
え
て
い
る
こ

と
）。

⑤
令
和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に
工
事
を
完
了

す
る
こ
と
。

申
請
手
続
き

減
額
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
納
税
者

は
、
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
、
次
の
書
類
を

添
付
し
て
固
定
資
産
税
の
減
額
申
請
書
を
課

税
課
資
産
税
担
当
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
課
税
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

▽
工
事
明
細
書
お
よ
び
領
収
書
な
ど

▽
建
築
士
、
指
定
確
認
検
査
機
関
、
登
録
住

宅
性
能
評
価
機
関
ま
た
は
住
宅
瑕か

し疵
担
保

責
任
保
険
法
人
の
い
ず
れ
か
が
発
行
し
た

「
増
改
築
等
工
事
証
明
書
」

住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
よ
る
固
定
資

産
税
の
減
額
措
置
が
適
用
さ
れ
て
も
、
省
エ

ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
減
額
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

と
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
特
例
措
置

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

ア 窓の断熱改修工事（必須）

イ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

ウ 太陽光発電装置の設置工事

エ 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、
太陽熱利用システムの設置工事




